
「経営改善計画策定費用」に対する補助事業について

国が実施する「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」（事業者に対する計画
策定費用等の一部補助）に係る取組みとして、当協会にて事業者の自己負担部分の一部に
対する費用補助を行います。

【概要】

次の全ての要件を満たす中小企業者について、事業者の自己負担部分（計画策定費用の
1/3）のうち、１企業あたり15万円を上限として、その半分を補助します。（ただし、モ
ニタリング費用除きます。）

【要件】
①「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」の利用申請を行い、大分県経営改

善支援センターから受理の通知を受けていること。
②サポートミーティングを活用していること。
③当協会の保証利用があること。

【取扱期間】
平成２５年１０月１日～平成２６年３月３１日

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

経営改善支援センター（全国４７都道府県に設置）

⑤費用の2/3を支援 ①認定支援機関と
連名で相談・申込

⑥事業者の自己負担部
分の半分を補助します。
（上限１５万円）

認定支援機関
（弁護士・税理士・金融機関等）

②計画策定支援、
フォローアップ

④費用の1/3を負担

取引金融機関
保 証 協 会

③サポート
ミーティング

管理部 再生支援課 吉岡・大塚
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中小企業・小規模事業者

ホームページ http://www.oita-cgc.or.jp

※詳しくは、ホームページまたは管理部まで。

保証協会


